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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、Ｖ字辺を有する配置部と、
　平行に積層配置され、前記Ｖ字辺に向かって独立して進退可能に設けられる、四角柱形
セルを固定する複数の固定板を備え、
　前記複数の固定板にはそれぞれ先端に四角柱形セルの形状に対応する鋸歯状の凹凸が形
成され、
　前記複数の固定板は前記凹凸が交互になるように積層されており、
　前記Ｖ字辺の端部から四角柱形セルを段階的に敷設してアレイ状に配置する四角柱形セ
ルの配置器具であって、
　前段階の四角柱形セルを前記凹凸により固定する一の固定板上に前記前段階の四角柱形
セルに対応して設置される次段階の四角柱形セルを、前記一の固定板の一つ上の別の固定
板で前記凹凸により固定し、前記前段階の四角柱形セルを固定する前記一の固定板の後退
で前記次段階の四角柱形セルを落下して配置することを特徴とする四角柱形セルの配置器
具。
【請求項２】
　前記複数の固定板として、下から順に配置される第１固定板、第２固定板、第３固定板
を有し、
　前記一の固定板を前記第１固定板とし且つ前記別の固定板を前記第２固定板とする、若
しくは前記一の固定板を前記第２固定板とし且つ前記別の固定板を前記第３固定板とする
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ことを特徴とする請求項１記載の四角柱形セルの配置器具。
【請求項３】
　所定段階の四角柱形セルを前記複数の固定板中の最上部の固定板で固定した際に、前記
最上部の固定板と対応する凹凸を先端に有する前記複数の固定板中の前記最上部の固定板
より下方の固定板で前記所定段階の四角柱形セルを固定し、前記最上部の固定板に代えて
前記下方の固定板で前記所定段階の四角柱形セルを固定可能であることを特徴とする請求
項１又は２記載の四角柱形セルの配置器具。
【請求項４】
　角部が隣り合うように複数の四角柱形セルが並置される溝部が基体の先端に設けられ、
前記溝部に並置される四角柱形セルを前記溝部と狭持可能で且つ前記狭持の解放が可能な
狭持板が設けられている別体の補助具を備えることを特徴とする請求項１～３の何れかに
記載の四角柱形セルの配置器具。
【請求項５】
　前記四角柱形セルがシンチレータセルであり、前記複数の固定板中の任意の固定板が屏
風状の反射板を介してシンチレータセルを固定することを特徴とする請求項１～４の何れ
かに記載の四角柱形セルの配置器具。
【請求項６】
　少なくとも、Ｖ字辺を有する配置部と、
　平行に積層配置され、前記Ｖ字辺に向かって独立して進退可能に設けられる、四角柱形
セルを固定する複数の固定板を備え、
　前記複数の固定板にはそれぞれ先端に四角柱形セルの形状に対応する鋸歯状の凹凸が形
成され、
　前記複数の固定板は前記凹凸が交互になるように積層されている配置器具で、
　前記Ｖ字辺の端部から四角柱形セルを段階的に敷設してアレイ状に配置する四角柱形セ
ルの配置方法であって、
　前段階の四角柱形セルを前記凹凸により固定している一の固定板上に前記前段階の四角
柱形セルに対応して次段階の四角柱形セルを設置し、
　前記次段階の四角柱形セルを前記一の固定板の一つ上の別の固定板で前記凹凸により固
定し、
前記前段階の四角柱形セルを固定している前記一の固定板を後退し、
前記次段階の四角柱形セルを落下して配置することを特徴とする四角柱形セルの配置方法
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば四角柱形のシンチレータセルをアレイ状に配置する等、四角柱形セルを
アレイ状に配置する配置器具及び配置方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、放射性アイソトープで標識された医薬品を患者に投与し、放射能の体内分布を外部
から検出するＰＥＴ(position emission tomograpy)或いはポジトロンＣＴ装置等でシン
チレータを有する検出器が用いられており、前記検出器では、例えば四角柱形のシンチレ
ータセルの複数をアレイ状に配置してシンチレータを構成し、各シンチレータセルの側面
間に反射材を設け、シンチレータの発光を受光素子で受光する構成等とされる（特許文献
１、特許文献２、特許文献３参照）。
【０００３】
そして、例えば実験的に適宜のシンチレータを構成する場合等に、複数の四角柱形のシン
チレータセルをアレイ状に配置する際には、手作業で位置関係を決定して配置しているの
が現状である。そのため、かような場合に、迅速に且つ正確に四角柱形のシンチレータセ
ルをアレイ状に配置することができる配置器具が切望されていた。
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【０００４】
【特許文献１】
特開平１１－１４２５２３号
【特許文献２】
特開２００１－５１０６１号
【特許文献３】
特開２００１－１４１８２７号
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記課題に鑑み提案するものであって、例えば実験的に適宜のシンチレータを構
成する場合に、迅速に且つ正確に四角柱形のシンチレータセルをアレイ状に配置すること
ができる等、迅速に且つ正確に四角柱形セルをアレイ状に配置することができる四角柱形
セルの配置器具及び配置方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の四角柱形セルの配置器具は、少なくとも、Ｖ字辺を有する配置枠等の配置部と
、平行に積層配置され、前記Ｖ字辺に向かって独立して進退可能に設けられる、四角柱形
セルを固定する複数の固定板を備え、前記複数の固定板にはそれぞれ先端に四角柱形セル
の形状に対応する鋸歯状の凹凸が形成され、前記複数の固定板は前記凹凸が交互になるよ
うに積層されており、前記Ｖ字辺の端部から四角柱形セルを段階的に敷設してアレイ状に
配置する四角柱形セルの配置器具であって、前段階の四角柱形セルを前記凹凸により固定
する一の固定板上に前記前段階の四角柱形セルに対応して設置される次段階の四角柱形セ
ルを、前記一の固定板の一つ上の別の固定板で前記凹凸により固定し、前記前段階の四角
柱形セルを固定する前記一の固定板の後退で前記次段階の四角柱形セルを落下して配置す
ることを特徴とする。例えば前記複数の固定板として、下から順に配置される第１固定板
、第２固定板、第３固定板を有し、前記一の固定板を前記第１固定板とし且つ前記別の固
定板を前記第２固定板とする、若しくは前記一の固定板を前記第２固定板とし且つ前記別
の固定板を前記第３固定板とする構成とする。
【０００７】
　さらに、本発明の四角柱形セルの配置器具は、所定段階の四角柱形セルを前記複数の固
定板中の最上部の固定板で固定した際に、前記最上部の固定板と対応する凹凸を先端に有
する前記複数の固定板中の前記最上部の固定板より下方の固定板で前記所定段階の四角柱
形セルを固定し、前記最上部の固定板に代えて前記下方の固定板で前記所定段階の四角柱
形セルを固定可能であることを特徴とする。
【０００８】
　さらに、本発明の四角柱形セルの配置器具は、角部が隣り合うように複数の四角柱形セ
ルが並置される溝部が基体の先端に設けられ、前記溝部に並置される四角柱形セルを前記
溝部と狭持可能で且つ前記狭持の解放が可能な狭持板が設けられている別体の補助具を備
えることを特徴とする。前記補助具に並置され狭持されている四角柱形セルを、既に配置
されている四角柱形セルを固定している第１若しくは第２固定板上に前記固定されている
四角柱形セルに対応して設置し、その状態で別の第２若しくは第３固定板で前記並置され
狭持されている四角柱形セルを固定し、前記狭持板による狭持を解放することで、より一
層迅速且つ正確に四角柱形セルを配置することが可能となる。又、四角柱形セルが後述す
るシンチレータセルの場合には、前記補助具の溝部に屏風状等の反射板及びシンチレータ
セルを設置して狭持し、その反射板及びシンチレータセルを上記と同様に固定板上に設置
し、別の固定板で固定して狭持を解放すると好適である。尚、補助具は１つのシンチレー
タセルを配置部に設置する場合にも使用可能であり、又、反射板には板状等の適宜のもの
を用いることが可能である。
【０００９】
　さらに、本発明の四角柱形セルの配置器具は、前記四角柱形セルがシンチレータセルで
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あり、前記複数の固定板中の任意の固定板が屏風状の反射板を介してシンチレータセルを
固定することを特徴とする。配置器具が配置する四角柱形セルは適宜の四角柱形セルとす
ることが可能であるが、シンチレータを組み立てる際にシンチレータセルを配置するもの
とすると好適であり、その場合にはシンチレータセル間に発光した光が他のシンチレータ
に入射することを防止する反射板を介在し、特に配置したシンチレータセルに屏風状の反
射板を介在し、そのシンチレータセル及び反射板を固定板で固定し、前記固定板上に次段
階のシンチレータセル及び反射板を設置すると、迅速且つ正確にシンチレータセルをアレ
イ状に配置しシンチレータを構成することができて好適である。又、配置するシンチレー
タセルに異なる結晶のセルを含む場合でも、各セルを所望の位置に設定しながら迅速且つ
正確に配置することが可能である。
【００１０】
　また、本発明の四角柱形セルの配置方法は、少なくとも、Ｖ字辺を有する配置部と、平
行に積層配置され、前記Ｖ字辺に向かって独立して進退可能に設けられる、四角柱形セル
を固定する複数の固定板を備え、前記複数の固定板にはそれぞれ先端に四角柱形セルの形
状に対応する鋸歯状の凹凸が形成され、前記複数の固定板は前記凹凸が交互になるように
積層されている配置器具で、前記Ｖ字辺の端部から四角柱形セルを段階的に敷設してアレ
イ状に配置する四角柱形セルの配置方法であって、前段階の四角柱形セルを前記凹凸によ
り固定している一の固定板上に前記前段階の四角柱形セルに対応して次段階の四角柱形セ
ルを設置し、前記次段階の四角柱形セルを前記一の固定板の一つ上の別の固定板で前記凹
凸により固定し、前記前段階の四角柱形セルを固定している前記一の固定板を後退し、前
記次段階の四角柱形セルを落下して配置することを特徴とする。
【００１１】
尚、各発明の特定事項の一部又は全部を他の発明の特定事項と変更し、或いは他の発明の
特定事項に追加したものも本発明に含まれ、各発明の特定事項の一部を削除し上位概念化
したものも部分的な作用効果を奏する限度で本発明に含まれる。特に、配置器具若しくは
配置方法の適宜の特定事項を配置方法若しくは配置器具の特定事項としたものも本発明に
含まれる。又、本発明の配置器具の固定板は、例えば４枚、５枚等の３枚以上の適宜の複
数とし、積層する固定板の凹凸が交互になるように配置することが可能である。又、Ｖ字
辺を有する配置部の形状は正方形とすると好適であるが、菱形、三角形等適宜とすること
が可能である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下では、本発明の四角柱形セルの配置器具及び配置方法について具体的な実施形態に基
づき説明する。図１及び図２は実施形態の配置器具を示す平面図及び縦断側面図、図３～
図８は配置器具によるシンチレータセル及び反射板の配置工程を説明する図である。
【００１３】
本実施形態の配置器具１は、図１及び図２に示すように、平面視略長方形の基板２を有し
、基板２の前後両側に各々端板３・３がボルト締め等で固着されている。端板３は正面視
略長方形で、その長さは基板２の幅よりも長く、前記基板２に固着された状態で基板２の
左右両側から外方に突出している。前記基板２の上部内方には、略前方位置に正方形の配
置枠２１が前後左右に角部を向けて形成され、その内部には下敷きとなる同形のプレート
２２が設置されており、又、配置枠２１の上方には側面視コ字形で直方体状の空間２３が
設けられている。
【００１４】
前記基板２の上面には、平面視で基板２と同形同寸の薄板４が基板２に合わせて配設され
ており、薄板４にも配置枠２１と同形同寸の配置枠４１が形成され、前記配設状態で配置
枠２１と配置枠４１或いはそれらの正方形が垂直方向に合わさるようになっている。前記
薄板４は、薄板４の略四隅に穿設された孔及び基板２の略四隅に穿設された螺子孔に、摘
み５を螺合して基板２の上面に取り付けられている。尚、配置枠４１の前方でＶ字になっ
ている両辺に沿ってＶ字形の補助枠４２を上面に固着した薄板４を用いることで、複数の
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シンチレータセル１００を高さ方向に固着したものを配置して多段に積層したシンチレー
タを構成する場合や、高さが高いシンチレータセル１００を配置してシンチレータを構成
する場合等にも対応可能である。
【００１５】
前記端板３の左右両側には、それぞれ棒状のレール６が３本ずつ位置をずらして固設され
、各レール６に取手７１を有する略直方体形の摺動駒７が取り付けられ、摺動駒７がレー
ル６に沿って摺動するようになっている。そして、左右両側で対応する位置のレール６・
６の摺動駒７・７間には固定板が架設され、下部に位置するレール６・６の摺動駒７・７
間には第１固定板８ａが、中間に位置するレール６・６の摺動駒７・７間には第２固定板
８ｂが、上部に位置するレール６・６の摺動駒７・７間には第３固定板８ｃが架設されて
いる。第１固定板８ａ、第２固定板８ｂ、第３固定板８ｃは空間２３に平行に設けられ、
それぞれ独立して摺動駒７の摺動で前後方向に進退可能になっている。
【００１６】
第１固定板８ａ、第２固定板８ｂ、第３固定板８ｃには、それぞれ前方先端に凹部８１及
び凸部８２からなる直角の凹凸が鋸歯状に形成され、前記凹凸は後述する平面視正方形の
四角柱であるシンチレータセル１００の角部の形状や配置したシンチレータセル１００の
凹凸の形状或いはこれらに反射板１０１を設置した形状と合致して噛み合うようになって
いる。又、第１固定板８ａの凹凸と第２固定板８ｂの凹凸、及び第２固定板８ｂの凹凸と
第３固定板８ｃの凹凸は互い違いに交互に設けられ、換言すれば、第１固定板８ａと第３
固定板８ｃの凹部８１と第２固定板８ｂの凸部８２とが上下方向に対応する位置に配置さ
れ、第１固定板８ａと第３固定板８ｃの凸部８２と第２固定板８ｂの凹部８１とが上下方
向に対応する位置に配置されている。
【００１７】
次に、上記配置器具１で平面視正方形で四角柱形のシンチレータセル１００をシンチレー
タセル１００間に反射板１０１が介在させながらＶ字辺の端部から順次敷設して配置し、
シンチレータセル１００をアレイ状に配置したシンチレータを組み立てる場合について説
明する。
【００１８】
先ず、図３に示すように、配置枠２１、４１の前方に位置するＶ字辺の端部に於いて、前
記Ｖ字辺の角部及びその両辺に前方角部及び前方の両側面を合わせて１つのシンチレータ
セル１００をプレート２２上に設置し、前記シンチレータセル１００の後方角部及び後方
の両側面には、平面視Ｖ字形で屏風状の反射板１０１を沿わせて設置し、その状態で、図
４に示すように、最下部に位置する第１固定板８ａを摺動駒７の摺動で前進し、配置枠２
１、４１のＶ字辺と第１固定板８ａの凹部８１及び凸部８２でシンチレータセル１００及
びＶ字形の反射板１０１を狭持して固定することにより、第１段階のシンチレータセル１
００及びＶ字形の反射板１０１を配置する。
【００１９】
その後、図５に示すように、別の２つのシンチレータセル１００を、それぞれ前記固定し
たシンチレータセル１００の後方の一側面若しくはその外側の反射板１０１と前記配置枠
２１、４１のＶ字辺の一辺で形成される角部に前方角部を合わせ、前方内側の側面を前記
固定したシンチレータセル１００の後方の一側面に反射板１０１を介して隣接し、前方外
側の側面を配置枠２１、４１のＶ字辺の一辺に隣接して、第１固定板８ａ上に設置すると
共に、前記設置した２つのシンチレータセル１００の後方角部及び後方側面に沿って平面
視Ｗ字形で屏風状の反射板１０１を設置する。
【００２０】
そして、図６に示すように、中間に位置する第２固定板８ｂを前進し、第１段階のシンチ
レータセル１００の後方側面及び配置枠２１、４１のＶ字辺と第２固定板８ｂの凹部８１
及び凸部８２で前記２つのシンチレータセル１００及びＷ字形の反射板１０１を狭持して
固定する。更に、図７に示すように、第１固定板８ａを後退して前記２つのシンチレータ
セル１００及びＷ字形の反射板１０１を下方に押し込む等による落下してプレート２２上
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に位置させ、第２段階のシンチレータセル１００及びＷ字形の反射板１０１を配置する。
【００２１】
その後、図８に示すように、別の３つのシンチレータセル１００のうち左右両側のシンチ
レータセル１００を、それぞれ前記第２段階のシンチレータセル１００の後方の外側面若
しくはその外側の反射板１０１と前記配置枠２１、４１のＶ字辺の一辺で形成される角部
に前方角部を合わせ、前方内側の側面を前記第２段階のシンチレータセル１００の後方の
外側面の反射板１０１を介して隣接し、前方外側の側面を配置枠２１、４１のＶ字辺の一
辺に隣接して、第２固定板８ｂ上に設置すると共に、中央のシンチレータセル１００を、
前記第２段階のシンチレータセル１００の後方の内側面間若しくはその外側の反射板１０
１で形成される角部に前方角部を合わせ、前方の両側面を前記第２段階のシンチレータセ
ル１００の後方の内側面に反射板１０１を介して隣接して、第２固定板８ｂ上に設置する
。前記設置した３つのシンチレータセル１００の後方角部及び後方側面には対応する３つ
の谷が形成されている屏風状の反射板１０１を沿わせて設置する。
【００２２】
そして、上記第２段階の場合と同様に、最上部に位置する第３固定板８ｃを前進し、第２
段階のシンチレータセル１００の後方側面及び配置枠２１、４１のＶ字辺と第３固定板８
ｃの凹部８１及び凸部８２で前記３つのシンチレータセル１００及び３つの谷が形成され
ている屏風状の反射板１０１を狭持して固定し、第２固定板８ｂを後退して前記３つのシ
ンチレータセル１００及び反射板１０１を下方に押し込む等による落下してプレート２２
上に位置させ、第３段階のシンチレータセル１００及び反射板１０１を配置する。
【００２３】
更に、前記第３固定板８ｃで前記３つのシンチレータセル１００及び反射板１０１を狭持
固定した状態で、第１固定板８ａを前進して前記３つのシンチレータセル１００及び反射
板１０１を狭持固定し、その状態から第３固定板８ｃを後退し、前記３つのシンチレータ
セル１００及び反射板１０１の狭持固定を第３固定板８ｃに代えて第１固定板８ａで行い
、配置工程の一巡を完了する。その後は、上記図４で第１固定板８ａでシンチレータセル
１００及び反射板１０１を狭持固定した以降の配置工程を所要回数繰り返し、シンチレー
タセル１００をアレイ状に配置し正方形等のシンチレータを構成する。最終的には、摘み
５を緩めて上面カバーである薄板４を取り外し、シンチレータセル１００をアレイ状に配
置して組み上がったシンチレータを取り出して作業が完了する。
【００２４】
尚、本実施形態では正方形のシンチレータを形成するために、反射板１０１の厚さや、シ
ンチレータセル１００、配置枠２１、４１の寸法が、例えば配置枠２１、４１の左右両側
の端部に角や側面を合わせてシンチレータセル１００が配置されるように、適宜調整して
形成されている。
【００２５】
次に、上記配置器具１に用いる補助具及び補助具へのシンチレータセル１００の設定具に
ついて説明する。図９及び図１０はその補助具へのシンチレータセルの設定具を示す平面
図及び縦断側面図、図１１は配置器具への補助具によるシンチレータセルの配置を示す縦
断側面図である。
【００２６】
本例の補助具２００は、図９及び図１０に示すように、平面視略Ｔ字形の基体２０１を有
し、基体２０１の幅広部２０２の段差になっている先端上面に溝部２０３が正面視で鋸歯
状に形成され、前記溝部２０３には、複数のシンチレータセル１００が角部が互いに隣り
合うように並置可能になっている。又、幅広部２０２の上面には略長方形の狭持板２０４
が載置され、螺子２０５を狭持板２０４に形成された長孔２０６に挿通して幅広部２０２
上面に形成された螺子孔２０７に螺合することで、狭持板２０４が幅広部２０２の上面に
取り付けられており、螺子２０５を緩めて長孔２０６の長さ方向に狭持板２０４を移動可
能である。
【００２７】
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そして、前記溝部２０３にシンチレータセル１００を載置若しくは並置し、螺子２０５を
緩めて先端方向に狭持板２０４を移動して螺子２０５を締め付けることで、溝部２０３と
狭持板２０４でシンチレータセル１００を狭持して保持することができ、又、その状態か
ら螺子２０５を緩めて溝部２０３と狭持板２０４の狭持を解放することができる。
【００２８】
また、設定具３００は、図９及び図１０に示すように、平面視略長方形の基板３０１を有
し、基板３０１の略前方の上面及び前面に沿って側面視略Ｌ字形の設定補助板３０２が設
置されている。設定補助板３０２は、並置されるシンチレータセル１００の数を容易に把
握するために、長手方向に沿ってシンチレータセル１００の数の目盛を上面に有し、又、
その上面には長手方向に沿って長孔３０３が形成され、長孔３０３に挿通され基板３０１
に形成された螺子孔３０４に螺合されたボルト３０５を緩め或いは締め付けることで、設
定補助板３０２を長孔３０３の長さ方向に沿って移動し固定することが可能である。
【００２９】
更に、基板３０１の前面には前記目盛に対応する所定間隔で窪み３０６が形成されている
と共に、設定補助板３０２の下方に突出する前面には孔３０７に位置決めボルト３０８が
挿通され、位置決めボルト３０８の略山形の先端を窪み３０６に位置させ位置決めボルト
３０８を締め付けることで、設定補助板３０２を所定位置で固定できるようになっており
、又、位置決めボルト３０８を緩めて前記先端を窪み３０６から外すことで、設定補助板
３０２を長手方向に移動可能となる。即ち、ボルト３０５と位置決めボルト３０８を緩め
て設定補助板３０２を長手方向に移動し、所定位置で前記先端を窪み３０６に入れて位置
決めボルト３０８を締め付け、ボルト３０５を締め付けることで、設定補助板３０２を所
定位置で固定できるようになっている。
【００３０】
上記補助具２００及び設定具３００を用いて補助具２００にシンチレータセル１００を設
定して並置する場合には、先ず、基体２０１の幅広部２０２に穿設された孔２０８と基板
３０１の上面に形成された孔３０９に位置決めピン４００を入れ、位置決めピン４００に
より補助具２００及び設定具３００を所定位置に定置する。そして、必要に応じて、設定
補助板３０２を長手方向に移動し、所定位置で位置決めボルト３０８及びボルト３０５を
締め付け、設定補助板３０２を所定位置で固定する。その後、目盛に従って所要個数のシ
ンチレータセル１００を溝部２０３に並置し、狭持板２０４を前進して螺子２０５を締め
付け溝部２０３と狭持板２０４で並置したシンチレータセル１００を狭持固定する。又、
本例では反射板１０１をシンチレータセル１００と供に設置するため、屏風状の反射板１
０１を溝部２０３に設置してシンチレータセル１００を並置し、或いは逆にシンチレータ
セル１００を並置して反射板１０１を設置し、シンチレータセル１００及び反射板１０１
を狭持固定する。
【００３１】
その後、シンチレータセル１００及び反射板１０１を狭持固定した補助具２００を設定具
３００から取り外し、図１１に示すように、先端を下方に向けて配置器具１の配置枠２１
、４１の上方に位置させる。そして、上記と同様にして、第１固定板８ａ若しくは第２固
定板８ｂ上で前段階で配置したシンチレータセル１００及び反射板１０１の後方に、補助
具２００で狭持固定したシンチレータセル１００及び反射板１０１を設置し、第２固定板
８ｂ若しくは第３固定板８ｃを前進して前記補助具２００で保持されているシンチレータ
セル１００及び反射板１０１を狭持固定する。その後、螺子２０５を緩めて溝部２０３と
狭持板２０４との狭持を解放し、補助具２００で狭持固定したシンチレータセル１００及
び反射板１０１の配置器具１への設置及び配置が完了する。
【００３２】
【発明の効果】
本発明の四角柱形セルの配置器具或いは配置方法を用いることにより、例えば実験的に適
宜のシンチレータを構成する場合に、迅速に且つ正確に四角柱形のシンチレータセルをア
レイ状に配置することができる等、シンチレータセル等の四角柱形セルを迅速に且つ正確
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性を向上することができる。また、例えばシンチレータセルを配置してシンチレータを構
成する場合にも、シンチレータセル間の境界に介在する反射板の弾力性で、配置した状態
が崩れることもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の配置器具を示す平面図。
【図２】実施形態の配置器具を示す縦断側面図。
【図３】配置器具によるシンチレータセル及び反射板の配置の第１工程を説明する図。
【図４】配置器具によるシンチレータセル及び反射板の配置の第２工程を説明する図。
【図５】配置器具によるシンチレータセル及び反射板の配置の第３工程を説明する図。
【図６】配置器具によるシンチレータセル及び反射板の配置の第４工程を説明する図。
【図７】配置器具によるシンチレータセル及び反射板の配置の第５工程を説明する図。
【図８】配置器具によるシンチレータセル及び反射板の配置の第６工程を説明する図。
【図９】配置器具の補助具及び補助具へのシンチレータセルの設定具を示す平面図。
【図１０】配置器具の補助具及び補助具へのシンチレータセルの設定具を示す縦断側面図
。
【図１１】実施形態の配置器具への補助具によるシンチレータセルの配置を示す縦断側面
図。
【符号の説明】
１　配置器具
２　基板
２１　配置枠
４　薄板
４１　配置枠
４２　補助枠
６　レール
７　摺動駒
８ａ　第１固定板
８ｂ　第２固定板
８ｃ　第３固定板
８１　凹部
８２　凸部
１００　シンチレータセル
１０１　反射板
２００　補助具
２０１　基体
２０３　溝部
２０４　狭持板
３００　設定具
３０１　基板
３０２　設定補助板
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